
令和 5 年９月１日 

電気需給約款【高圧】 新旧対照表 

（下線部分が変更箇所） 

改定の概要 改定前 改定後 

改訂日を更新しました。 [最終改訂日：令和 5 年 3 月 1 日] [最終改訂日：令和 5 年１０月１日] 

 

 

 

誤記を修正しました。 

固定単価に変更はございません。 

 

 

 

日本卸電力取引所（JEPX）の調達

比率見直しに伴い、基準単価を修

正しました。(※) 

 

 

別紙３【燃料費調整単価】 

３. 電源調整額の算定 

(2) 固定価格 

 固定価格は、次のとおりとする。当社が必要と判断した場合

は、本基準単価の見直しを行い、、その内容を改定できるもの

とする。改定後の基準単価および適用開始時期は、第 16 条に

定める方法により通知する。 

 

(5) 基準単価 

1 キロワット時につき 0 円 10 銭 
 

別紙３【燃料費等調整】 

３. 電源調整額の算定 

(2) 固定価格 

 固定価格は、次のとおりとする。当社が必要と判断した場

合は、固定単価の見直しを行い、、その内容を改定できるもの

とする。改定後の固定単価および適用開始時期は、第 16 条に

定める方法により通知する。 

 

(5) 基準単価 

1 キロワット時につき 0 円 20 銭 
 

 

（※）当社の電力調達のうち JEPX からの調達量は全体の一部であるため、料金の連動は部分的なものであり、市場価格 1.0 円の変動に対して、電源調整単価は 

0.2 円程度が変動（割増または割引）する度合いとなります。 

 


